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総 行 選 第 ２ ７ 号 

総行管第１２１号  

平成２８年４月１１日 

 

各 都 道 府 県 知 事  

各都道府県選挙管理委員会委員長 

 

 

総 務 大 臣 

 

 

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び 

公職選挙法の一部を改正する法律等の施行について（通知） 

 

 

第１９０回国会において成立をみた国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法

律及び公職選挙法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）及び国会議員の

選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令（以下「改正令」

という。）は、平成２８年法律第２４号及び平成２８年政令第１９７号をもって、そ

れぞれ本日公布されました。 

今回の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の改正は、

最近における物価の変動、選挙等の執行状況等を考慮し、国会議員の選挙等の執行に

ついて国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定するとともに、

選挙人の投票しやすい環境を整えるため、共通投票所における投票及び期日前投票の

投票時間の弾力的な設定を可能とし、投票所に入ることができる選挙人の同伴する子

供の範囲を拡大する等の措置を講ずることを、国会議員の選挙等の執行経費の基準に

関する法律施行令の改正は、改正法の施行に伴い、国会議員の選挙等に係る投票所経

費等の額の加算を行う地域及び割合を改めることを、それぞれ目的として行われまし

た。 

貴職におかれましては、今回の施行に係る改正法及び改正令を十分御理解されると

ともに、改正法による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律（以

下「新基準法」という。）及び公職選挙法（以下「新公選法」という。）並びに改正

令による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令（以下「新

殿 
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基準法施行令」という。）の運用に遺漏のないよう、また、新基準法及び新基準法施

行令により算定される選挙執行経費の基準額は、通常の場合において国が負担する限

度額となるものであるため、各選挙管理委員会においては、事務の合理化に努め、そ

の範囲内の経費で選挙の管理執行を行うよう、下記事項に御留意の上、貴都道府県内

の市町村長及び市町村の選挙管理委員会に対しても、格別の御配慮をお願いします。 

なお、改正法の施行に伴い、公職選挙法施行令等についても所要の改正を行うこと

としており、その内容については、別途通知する予定です。 

 

記 

 

第１ 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び同法施行令の一部改正 

 １ 選挙等の執行状況を踏まえた規定の新設 

(１) 選挙人に対する投票所等までの交通手段の提供に係る加算規定が設けられ

たこと（新基準法第４条第１６項及び第４条の３第７項関係）。 

(２) 期日前投票所における選挙人名簿のオンライン対照等の設備の整備に係る

加算規定が設けられたこと（新基準法第４条の３第５項及び第６項関係）。 

２ 投票所経費等の基準額の改定 

(１) 最近における公務員給与の改定を踏まえ、投票所経費、開票所経費及び事

務費等の積算基礎である超過勤務手当費が次のように改定されたこと（新基

準法第４条から第７条まで、第９条、第１３条及び第１７条関係）。 

(ア) 都道府県については、１，８５０円７５銭とされたこと。 

     (イ) 市区町村については、１，７３１円８３銭とされたこと。 

(２) 最近における物価の変動等を踏まえ、投票所経費及び開票所経費等の積算

基礎である労務賃及び嘱託手当が、区、市及び町村ともに１日につき７，２

５６円とされたこと（新基準法第４条から７条まで、第９条、第１３条及び

第１７条関係）。 

(３) １並びに２（１）及び（２）における改定並びに地方公共団体における選

挙の執行状況等を踏まえ、投票所経費、開票所経費及び事務費等の基準額が

次のように改定されたこと。 

(ア)  投票所経費について、平均０．１％引き上げられたほか、選挙人に対

する投票所までの交通手段の提供に係る加算規定が設けられたこと（新

基準法第４条関係）。 

（イ） 期日前投票所経費について、選挙人名簿のオンライン対照等の設備の
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整備及び選挙人に対する期日前投票所までの交通手段の提供に係る加算

規定が設けられたこと（新基準法第４条の３関係）。 

（ウ） 開票所経費について、開票事務に要する時間を見直すこと等により平

均９．３％引き上げられたこと（新基準法第５条関係）。 

（エ） 選挙会及び選挙分会経費について、平均０．２％引き上げられたこと

（新基準法第６条関係）。 

（オ） 選挙公報発行費について、衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選

挙区選出議員選挙について平均４．４％引き上げられ、衆議院比例代表

選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙について平均２．２％引

き下げられたこと（新基準法第７条関係）。 

（カ） 候補者氏名等掲示費について、１投票区につき基本額が平均５．９％

引き上げられたこと（新基準法第８条関係）。 

（キ） ポスター掲示場費について、１掲示場につき基本額が平均４３５円引

き上げられたこと（新基準法第８条の２関係）。 

（ク） 演説会施設公営費について、労務賃の改定等により平均２．９％引き

上げられたこと（新基準法第９条関係）。 

（ケ） 事務費のうち、都道府県については、労務賃の改定等により平均２．

７％引き上げられ、市区町村については、１の期日前投票所に係る超過

勤務手当について、期日前投票所経費に統合したこと等により、平均９．

０％引き下げられたこと（新基準法第１３条関係）。 

３ 公職選挙法の一部改正に伴う規定の新設等 

第２の１及び２の改正に伴い、共通投票所経費が創設され、共通投票所におけ

る選挙人名簿のオンライン対照等の設備の整備に係る加算規定及び選挙人に対す

る共通投票所までの交通手段の提供に係る加算規定等が設けられるとともに、期

日前投票所の投票時間の弾力的な設定に対応した加算規定が設けられたこと（新

基準法第４条の２及び第４条の３第２項関係）。 

４ 都道府県の法定受託事務の追加 

新基準法第４条の２第４項及び第５項並びに第４条の３第５項及び第６項にお

いて、選挙人名簿のオンライン対照等の設備の整備に係る加算について、都道府

県の選挙管理委員会があらかじめ承認した委託費を加算するものとされたことか

ら、都道府県の当該事務については、第１号法定受託事務とされたこと（新基準

法第２１条並びに改正法附則第４条及び第５条関係）。 

５ 地域加算を行う地域及び割合 
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(１) 国会議員の選挙等に係る投票所経費、開票所経費及び事務費等の基準額の

加算を行う地域及び割合について、次のように改定されたこと（新基準法第

４条第２項、第４項、第６項及び第８項、第９項ただし書及び第１０項ただ

し書（これらの規定を同法第５条第１３項において準用する場合を含む。）、

第５条第２項、第４項、第６項、第８項、第１０項及び第１２項、第６条第

２項、第９条第２項並びに第１３条第２項及び第３項ただし書並びに新基準

法施行令第１条関係）。 

   (ア)  一般職の職員の給与に関する法律（以下「給与法」という。）第１１

条の３第１項に規定する人事院規則で定める地域における地域加算を行う

地域及び割合については、給与法第１１条の３第１項に規定する人事院規

則で定める地域及び当該地域に係る同条第２項に規定する割合とされたこ

と。 

   (イ) 給与法第１１条の３第１項に規定する人事院規則で定める地域以外の地

域における地域加算を行う地域及び割合が、国家公務員給与における地域

手当の改定を踏まえて改められたこと。 

  (２) 地域手当の支給地域及び支給割合について、一般職の職員の給与に関する

法律等の一部を改正する法律（平成２６年法律第１０５号。以下「給与法一

部改正法」という。）附則第１０条の規定により、平成３０年３月３１日ま

での期間は経過措置がとられることを踏まえ、同期間は新基準法施行令にお

いても同様の経過措置をとるものとされ、上記（ア）の地域については、給

与法一部改正法附則第１０条の規定により読み替えて適用される給与法第１

１条の３第２項に規定する割合を適用するものとされたこと（改正令附則第

３項関係）。 

 

第２ 公職選挙法の一部改正 

 １ 共通投票所制度の創設 

  (１) 市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認め

る場合には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内のい

ずれの投票区に属する選挙人も投票をすることができる共通投票所を設ける

ことができるものとされたこと（新公選法第４１条の２第１項関係）。 

    (２) 市町村の選挙管理委員会は、共通投票所を設ける場合には、投票所におい

て投票をした選挙人が共通投票所において投票をすること及び共通投票所に

おいて投票をした選挙人が投票所又は他の共通投票所において投票をするこ
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とを防止するために必要な措置を講じなければならないものとされたこと（新

公選法第４１条の２第２項関係）。 

    (３) 共通投票所の投票管理者及び投票立会人は、選挙権を有する者の中から選

任するものとされたこと（新公選法第４１条の２第５項関係）。 

    (４) 共通投票所は、午前７時に開き、午後８時に閉じるものとするとともに、

必要があると認めるときは、開く時刻を２時間以内の範囲内において繰り上

げ若しくは当該時刻を繰り下げ、又は閉じる時刻を繰り上げることができる

ものとされたこと（新公選法第４１条の２第６項関係）。 

 ２ 期日前投票の投票時間の弾力的な設定等 

    (１) 期日前投票所の開閉時間について、市町村の選挙管理委員会は、次に掲げ

る措置をとることができるものとされたこと（新公選法第４８条の２第６項

関係）。 

   (ア) 開く時刻を午前８時３０分から２時間以内の範囲内において繰り上げる

こと。 

   (イ) 閉じる時刻を午後８時から２時間以内の範囲内において繰り下げること。 

  (２) 市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が２以上である場合に

は、午前８時３０分から午後８時までの間において、いずれか１以上の期日

前投票所が開いていればよいものとされたこと（新公選法第４８条の２第６

項関係）。 

  (３) 市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を設ける場合において、当該市

町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置、

期日前投票所への交通手段の確保その他の選挙人の投票の便宜のため必要な

措置を講ずるものとされたこと（新公選法第４８条の２第７項関係）。 

  (４)  期日前投票所の開閉時間については、改正法の施行後における期日前投

票の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて、期日前投

票所を開く時刻の繰上げその他の必要な措置が講ぜられるものとされたこと

（改正法附則第９条関係）。 

 ３ 投票所に入ることができる子供の範囲の拡大 

      選挙人の同伴する子供（幼児、児童、生徒その他の年齢満１８年未満の者をい

う。以下同じ。）は投票所に入ることができるものとされたこと。ただし、投票

管理者が、選挙人の同伴する子供が投票所に入ることにより生ずる混雑、けん騒

その他これらに類する状況から、投票所の秩序を保持することができなくなるお

それがあると認め、その旨を選挙人に告知したときは、この限りでないものとさ
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れたこと（新公選法第５８条第２項関係）。 

 

第３ 施行期日等 

  １ 改正法及び改正令は、公布の日から施行するものとされたこと。ただし、第１

の３及び４（共通投票所経費に係る部分に限る。）並びに第２については公職選

挙法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第４３号。以下「選挙権年齢引下

げ法」という。）の施行の日（平成２８年６月１９日）から施行するものとされ

たこと（改正法附則第１条及び改正令附則第１項関係）。 

２ 第１の１、２及び４（期日前投票所経費に係る部分に限る。）による改正後の

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律並びに新基準法施行令の規定

（新基準法第１３条の３の規定を除く。）は、公布の日以後その期日を公示され

又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第９

５条の規定による投票に適用するものとされたこと（改正法附則第２条第１項及

び改正令附則第２項関係）。 

３ 新基準法第１３条の３の規定は、公職選挙法第３０条の３第１項に規定する申

請の時の属する日が施行日以後である在外選挙人名簿の登録の申請について適用

するものとされたこと（改正法附則第２条第２項関係）。 

 ４ 第１の３及び４（共通投票所経費に係る部分に限る。）による改正後の国会議

員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定並びに新公選法の規定は、選挙

権年齢引下げ法の施行の日の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の

総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日のうちいずれか早い日以後その期日

を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第９

５条の規定による投票について適用するものとされたこと（改正法附則第２条第

３項関係）。 

 ５ 地方自治法に規定する直接請求について、同法第７４条第１項に規定する選挙

権を有する者は、公職選挙法第２２条の規定による選挙人名簿の登録が行われた

日において選挙人名簿に登録されている者とされたこと。また、その代表者につ

いて、同法第２７条第２項の規定により選挙人名簿に表示をされている者は、同

条第１項の規定により選挙人名簿に表示をされている者と同様に取り扱うものと

されたこと（改正法による改正後の地方自治法第７４条第５項及び第６項関係）。 

 ６ その他所要の規定の整備がされたこと。 

 


